
特 記 仕 様 書

第１ 本業務は、遊歩道の安全確保を目的に、市有林内にある枯死木を伐採処理するもので

ある。

第２ 伐採、搬出及び販売にあたっては、岩手県の松くい虫対策としての「アカマツ伐採施

業指針」を遵守するものとする。

第３ 伐採対象木は、別添平面図に図示した範囲の枯死したアカマツ及びその他伐採に支

障となる灌木とする。

第４ かかり木にならないように処理するとともに、他の立木、道路、家屋等に損害を与え

ないよう留意すること。

第５ 伐倒時に散乱した枝条を林内及び隣接地に放置しないこと。

第６ 伐採した枯死木は、林内にはい積みし、最も有利になるよう販売すること。また、販

売して得た利益は、経費を差し引いた上で市に納入すること。

第７ 作業前、作業中、作業後の状況写真を撮影し整理すること。

第８ 人身事故等の防止には万全を期すこと。

第９ 周辺山林、河川、近隣施設等に影響のないよう、作業現場の後始末をよく行うこと。

第１０ ツチクラゲの発生を防止するため、林内では火気を使用しないこと。

第１１ 流水、落石等による災害の誘引原因とならないように注意すること。

第１２ ビニール、空き缶等は持ち帰るなどして、山にゴミを捨てないこと。


